
様式１

Ⅰ　団体の概要
（令和5年4月1日現在）

Ⅱ　点検評価（団体の必要性）

１ 団体の設立目的（定款）

２ 団体が果すべき使命・役割

３ 団体を取り巻く環境

点検評価表（外郭団体）

団　　体　　名 一般財団法人静岡県労働福祉事業協会
所　　在　　地 静岡市葵区黒金町5-1 設立年月日 昭和37年7月28日
代　　表　　者 理事長　　富永　久雄 県 所 管 課 経済産業部労働雇用政策課

運営する施設 中小企業従業員いこいの家「おおとり荘」（自己所有）
静岡県労政会館（指定管理）

団体ホームページ
https：//www.shizu-rfjk.jp（法人）
http：//www.o-torisou.jp（おおとり荘）
http：//www.shizuoka-rosei.jp（労政会館）

出資者 出資額（千円） 比率（％） 役職員の状況（人）
静岡県（出捐金） 2,193,441 99.9%  常勤役員 1  常勤職員 20 
静岡県（寄付金） 300 0.0%  うち県OB 1  うち県OB 2 
その他 2,342 0.1%  うち県派遣    -  うち県派遣    - 

 非常勤役員 9  非常勤職員 33 
役員 計 10 職員 計 53 

基本財産（資本金） 計 2,196,083 100.0%

区　分 内　　　　容

設立に係る根拠法令等 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

団体の沿革
昭和37年7月28日　財団法人静岡県福祉事業団設立
昭和45年5月1日　　財団法人静岡県労働福祉事業協会（改称）
平成24年4月1日　　一般財団法人静岡県労働福祉事業協会（名称変更）

　県民、主として県内の勤労者及びその家族（以下「勤労者等」という。）に対し、総合的な福祉事業を行
い、もって県民福祉の増進に寄与する。

 　県内の、特に中小・小規模企業の勤労者及びその家族を対象に総合的な福利厚生事業を実施すること
により、県民福祉の増進を図るとともに、中小・小規模企業に対する支援を通じて地域経済の活性化、雇用
の拡大に寄与する。

団体を取り巻く社会経
済環境の変化や新たな
県民ニーズ

・生産年齢人口の減少、技術革新やデジタル化の進展、ライフスタイルの変化などを踏まえ
た働き方改革の実現に加え、アフターコロナに対応した働き方の導入が求められている。
・価値観の多様化など社会環境が変化し、生活の質の向上が重視される一方、企業にお
いては、人材の確保の観点からも働きやすい職場となるよう、福利厚生の充実が求められて
いる。
・制度改正に伴う一般財団法人移行に際し、宿泊事業等は公益目的として継続する事業
に位置づけられ、公益目的支出計画に沿った事業実施が求められている。

行政施策と団体活動と
の関係（役割分担）

県内の特に中小企業に勤務する勤労者のための研修・会議、宿泊施設（おおとり
荘）及び静岡県労政会館の運営を通じて、勤労者福祉に係る労働行政を補完
している。

民間企業や他の団体と
の関係（役割分担）

設立当初から、中小・小規模企業勤労者の福祉増進のための会議・研修、宿泊
施設を運営する役割を担ってきており、こうした団体は県内には他にない。



４ 事業概要

５ 事業成果指標

６ 事業成果の総括評価

※判定欄　…　○：良好　　△：改善を要する　　×：抜本的な改革が必要

（単位：千円 ）

区分 事業名 事業概要 R4 決算 R5 予算

合　　　計 368,315 331,095

目標（上段）及び実績（下段）

評価
16,000 11,090 11,000 11,500
6,197 7,063 11,544 （　R5　）
5,000 100 160 400

90 200 204 （　R5　）
3,500 160 170 190
144 181 368 （　R5　）
57 52 51 49
43 45 48 （　R5　）

※評価　…　Ａ：目標達成　　Ｂ：目標未達成　　Ｃ：目標未達成（乖離大）

団体の自己評価 県所管課による評価
判定 評価 判定 評価
△ ・新型コロナウイルス感染症の影響が多少低減

する中で、おおとり荘、労政会館のいずれも利
用者数が少しずつ増加しており、２０１９年
に近い数字になってきている。「全国旅行支援
策」や「しずおか　元気旅」などの国や県の財政
支援を活用し、積極的な営業活動を行って来
たが、残念ながら目標達成には至らなかった。
一方で、客室改善や空調設備の更新、レスト
ランの個室化など国の財政支援を受けて設備
投資も行った。経常収支は対前年比1,140
千円増となった。
・おおとり荘では令和２年度に採用した民間出
身の支配人のもと、職員参加に対する意識改
革や組織体制の強化を図るとともに、新たな宿
泊企画の開発や広報営業活動を効果的に行
い、業績の拡大に努めている。
・公益目的事業計画は着実に進んでおり、引
き続き取り組んでいく。

△ ・新型コロナウイルス感染症の影響による苦境
の中でも観光振興事業の活用や積極的な広
報等により利用者数の回復に努め、おおとり荘
の令和４年度の宿泊人員、会議・研修人員、
休憩人員はいずれも目標を達成した。一方、
労政会館について、新型コロナウイルス感染症
の影響による会議やイベントの自粛の影響が大
きく、目標達成には至らなかったものの、利用率
は上向いている。
・アフターコロナにおける利用ニーズを把握し、利
用者の安心・安全を確保しつつ、目標達成に
向けた取組を引き続き実施していく必要があ
る。
・中小・小規模企業の勤労者の福祉増進に向
け、各労働団体等と連携し社員研修等での利
用をさらに促進する必要がある。

自主事
業

おおとり荘運営事
業 宿泊及び会議・研修のための会議室貸出 282,457 250,300

県委託 労政会館運営事
業

勤労者福祉の増進を目的とした貸し館施設の指定
管理 85,858 80,795

指標の名称（単位） 目標値
（年度）R2 R3 R4

「おおとり荘」　宿泊人員（人） A

「おおとり荘」会議・研修人員 
（人） A

「おおとり荘」休憩人員（人） A

「労政会館」利用率（％） B



７ 団体の必要性の評価

※判定欄　…　○：良好　　△：改善を要する　　×：抜本的な改革が必要

８ 団体改革の進捗状況（過去の行政経営推進委員会からの意見への対応状況）

※○：対応済　　△：対応中　　×：未対応

団体の自己評価 県所管課による評価
判定 評価 判定 評価
〇 ・中小・小規模企業の勤労者等の福祉増進を目

的とし、宿泊・研修等のための施設を運営する団体
は、県内には他にない。
・中小・小規模企業を取り巻く経営環境は、大企
業との格差解消も進まない中で厳しい状況にある。
・宿泊事業等は公益目的支出計画の事業に位置
づけられて、定款に定める団体の目的に則り計画を
着実に実施しており、県が施設に出捐した目的を達
成するために必要な団体である。
・令和2年度より労政会館の指定管理者に復帰し
ており、おおとり荘と連携し、時代のニーズに即した事
業の展開を行う。
・引き続き、業務改革を進めるとともに、関係機関と
の連携を図りつつ積極的な広報営業活動に取り組
み目的の達成に努めていく。

△ ・おおとり荘は、中小・小規模企業勤労者の福祉増
進のための宿泊施設として県が出捐し法人で建設
したものである。
・施設運営には、公益的な運営が求められ、法人に
おいては、施設の設置目的に沿い、公益目的支出
計画に位置づけられた事業として施設を運営してい
る。
・価値観の多様化など社会環境が変化し、生活の
質の向上が重視されるようになってきており、企業に
おいては、人材の確保の観点からも働きやすい職場
となるよう、福利厚生の充実が求められている。
・こうした中、法人には、宿泊施設の適切な運営と
いった観点に加えて、アフターコロナの社会変容を踏
まえ、中小・小規模企業勤労者の福利厚生の充実
に着眼した新たな事業展開の検討が必要である。

対応状況
団体記載 県所管課記載

おおとり荘については、令和5年3月
（土地借用期限）に向け、明確
な数値目標を設定し、それに基づく
1年ごとの改善状況の確認・評価を
徹底するよう、指導・助言すること

△ ・令和４年度には「おおとり荘新中
期経営改善計画」を策定し、具体
的な目標を定めるとともに対応策を
定めて収支の見直しを行い、キャッ
シュフローベースで毎年度赤字を出
さないように取り組む。

△ ・令和４年度に策定された「おおとり
荘新中期改善計画」に基づき、１
年ごとの改善状況の確認・評価を
徹底するように、理事会・評議会等
の場で指導・助言を行っていく。

おおとり荘を含め、労働者福祉の向
上に資する事業成果が出ない場合
は、協会の廃止を含めて検討するよ
う、指導・助言すること

△ ・売却や廃止ではなく、県が公共投
資をした資産価値を有する施設を
活用することにより、県民福祉の増
進に寄与すべく取り組んでおり、公
益目的事業計画も順調に進んでい
る。
・今後、利用者の意見を参考に専
門家の意見等も聴取しながら、時
代のニーズに即した新たな事業を展
開して労働福祉の増進に向け対応
していく。

△ ・令和２年度から令和４年度にか
けて新型コロナウイルス感染症の影
響により、研修等の利用が低迷した
が、感染拡大防止のための利用自
粛が理由と推測されることから、利
用ニーズは依然として存在している
と考えられる。
・労政会館では、無料労働相談を
毎月行うなど勤労者福祉を目的と
する自主事業も実施もしており、労
働者福祉の向上に寄与しているも
のと認められる。

行政経営推進委員会意見
（経営健全性に係る意見を除く）



Ⅲ　点検評価（経営の健全性）

１ 財務状況

 単年度収支　　　
 経常損益

 事業収益

 事業外収益

 特別収益

 収入計
 事業費用

 事業外費用

 特別損失
 支出計

（ 単位：千円 ）

評価
(d-h) ▲ 38,320 ▲ 51,800 ▲ 56,370 C

(a+b-e-f) ▲ 71,362 ▲ 84,061 ▲ 89,411 C
公益目的事業会計 ▲ 86,066 ▲ 72,690 ▲ 81,631 公益目的事業の着実な実施
収益事業等会計 7,567 1,138 13,095 観光支援策を活用した利用客増
法人会計 7,137 ▲ 12,509 ▲ 56,811 有価証券評価額減

 剰余金 ▲ 620,544 ▲ 705,386 ▲ 794,797 C
※評価　…　Ａ：プラス　　Ｂ：特別な要因によるマイナス　　Ｃ：マイナス

主な増減理由等
 資産  1,601,813  1,520,595  1,513,921  1,486,327 

 流動資産  185,623  51,773  114,946  有価証券売却による増、国補助金入金による増  132,509 

 固定資産  1,416,190  1,468,822  1,398,975  客室等改修事業実施による増  1,353,818 

 負債  26,275  29,898  112,635  44,105 

 流動負債  16,941  20,514  28,969  宿泊客増による未払い金増  33,779 

 固定負債  9,334  9,384  83,666  高付加価値化事業実施に伴う借入金増  10,326 

 正味財産/純資産  1,575,539  1,490,697  1,401,286  1,442,222 

 基本財産/資本金  2,196,083  2,196,083  2,196,083  2,196,083 

 剰余金等 ▲ 620,544 ▲ 705,386 ▲ 794,797  原価償却費相当額の計上による減 ▲ 753,861

 運用財産  -  -  -  - 

(a) 196,997 210,543 309,209 観光支援策を活用した利用客増 303,974 

うち県支出額 32,139 26,617 25,476 労政会館委託費（減収補填含む）の減 24,324 

(県支出額/事業収益) (16.3%) (12.6%) (8.2%) (8.%)

(b) 54,380 46,203 46,867 高付加価値化事業（国）補助金の増 9,016 
うち基本財産運用益 - - -             - 

(c) 33,042 33,042 33,042 33,042 

うち基本金取崩額 33,042 33,042 33,042 33,042 

(d=a+b+c) 284,419 289,788 389,118 346,032 

(e) 322,739 340,807 445,487 355,747 
うち人件費 110,616 119,067 126,085 職員増（43人→53人) 124,093 

(人件費/事業費用) (34.3%) (34.9%) (28.3%) (34.9%)

(f)             -             -             -             - 

(g)             -         781            1  固定資産除却損             - 
(h=e+f+g) 322,739 341,588 445,488 355,747 

収支差 (d-h) ▲ 38,320 ▲ 51,800 ▲ 56,370 ▲ 9,715

区　　　　分 R2 決算 R3 決算 R4 決算 備考（特別な要因）

健
全
性
指
標

区　　　　分 R2 決算 R3 決算 R4 決算 R5 予算

支
出

資
産
の
状
況

収
支
の
状
況

収
入



２ 経営改善の取組の実施状況と評価

３ 赤字の要因（前年度の単年度収支、経常損益が赤字の団体のみ記載）

４ 経営の健全性の総括評価

※判定欄　…　○：良好　　△：改善を要する　　×：抜本的な改革が必要

＜おおとり荘＞
・定期的な「経営戦略会議」の開催を通じて、情報収集に努めながら新たな企画商品の開発や広報営業活動を積極
的に展開した。　
・旅行代理店マーケターにアドバイザーを委嘱し、時宜に適ったメディア展開を図った。
・館内の消毒、宿泊者同士の接触回避（貸切大浴場、食事の部屋出し等）を実施し、万全の新型コロナウイルス感
染症対策を講じていることをPR材料として誘客を図った。
・宿泊予約システムのリニューアルやホームページ、SNSなどを積極的に活用し、ユーザビリティ向上を図った。
・客室や露天風呂を改修し、メディアを通じた積極的な広報により、誘客を図った。
・これらの取組の結果利用者数は増加したものの、改修費用の増加や改修に伴う営業休止期間中の収入減、更にエ
ネルギー価格の高騰による光熱水費の負担増加が加わったため、赤字縮減には至らなかった。
＜労政会館＞
・令和２年度から令和４年度にかけて新型コロナウイルス感染症の影響により利用率が低迷したが、利用者の利便
性・サービス向上のため、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備や照明の交換、備品の更新といった経営努力を行った結果、令和４
年度の利用率は対前年度比３％増の改善が見られた。しかし、エネルギー価格の高騰による光熱水費の負担増加の
ため、赤字縮減には至らなかった。

・おおとり荘の施設改修費
・おおとり荘の施設改修に伴う営業休止期間中の収入減
・新型コロナウイルス感染症による影響
・エネルギー価格高騰に伴う光熱水費の負担増加

団体の自己評価 県所管課による評価
判定 評価 判定 評価
△ ・預金及び有価証券（約６．５億円）を保有

し、運用することで年間約850万円の利子利益を
得ている。累積欠損はないが、5年間の償還予定の
有利子負債がある。
・施設の維持・補修等は、自主財源で対応してお
り、県からは労政会館指定管理料のほかは運営費
補助はない。
・人件費、光熱水費等の経費については見直しを
行い、経営の合理化に努め最小の支出で最大の効
果となるよう努めている。
・料金体系の見直しを行い、平日と休日でメリハリを
つけるとともに、平日の宿泊客の増加に向けて様々
な企画を策定し広報にも努めている。
・おおとり荘が中小企業従業員及びその家族をはじ
めとする県民福祉の増進に寄与する施設として安
定的な経営を持続できるよう、運営体制の見直しを
進めるとともに業務改善に努め、高水準の収益を早
期に実現できるよう取り組んでいく。
・労政会館は新型コロナの影響が払拭できず、ロシ
アのウクライナ侵攻などによる光熱水費の高騰などで
経営努力が報われない状況である。

△ ・労政会館については、指定管理料のほかに運
営費の補助等は受けておらず、自主財源で対
応しているが、ほぼ収支均衡しており、現在の
取組の継続が必要である。
・おおとり荘については、宿泊事業は公益目的
として継続する事業に位置づけられており、公
益目的支出計画に従い事業が実施されてい
る。
・令和２年度から開始した弁当販売事業の継
続や、観光支援策を活用した積極的な広報
等により、利用者が増加し収益事業はプラスと
なった。
・一方で、平成27年度以降キャッシュフロー
ベースでも赤字が続いており、一層の収支改善
が求められる。
・令和４年度に策定された「おおとり荘新改革
プラン」が着実に実行され、一層の経営改善が
進むよう、引き続き必要な助言をしていく。



５ 団体改革の進捗状況（過去の行政経営推進委員会からの意見への対応状況）

※○：対応済　　△：対応中　　×：未対応

対応状況
団体記載 県所管課記載

「おおとり荘」は、アフターコロナを
見据えた場合、経営面で大きな
課題に直面することになると考え
られる。このため、事業からの撤
退を含め、抜本的な見直しを進
める必要があることから、引き続
き改革成果を確認し、検証を
行っていくこと。

△ ・経営改革、改善は事業協会
に必須のものと捉え、効果的な
営業活動を行い収入の増加を
図り、経費の見直しを進め経営
改善に努める。
・令和４年度に「おおとり荘新中
期経営改善計画」を策定し、目
標達成に向けて努力していく。

△ ・引き続き事業協会による経営
改善に向けた改革成果を確認・
検証し、必要な助言を行ってい
く。
・経営改善の具体的目標を定
めた「おおとり荘新改革プラン」が
令和４年度に策定されており、
計画が着実に実行され、一層の
経営改善が進むよう、引き続き
必要な助言をしていく。

行政経営推進委員会意見
（経営健全性に係るもの）



Ⅳ　改善に向けた今後の方針

１ 点検評価を踏まえた経営の方向性

２ 今年度の改善の取組

今後の展望、中期的な経営方針（団体記載） 団体の方針に対する意見等（県所管課記載）
・中小・小規模企業従業員及びその家族をはじめと
する県民福祉の増進に寄与する施設としての役割を
果たすとともに、社会や環境の変化に的確に対応し
た勤労者等への福利厚生事業を指定管理を行って
いる静岡県労政会館とおおとり荘が連携して取り組
んでいく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・学識経験者等の提言を基に令和４年度に「おおと
り荘新中期経営改善計画」を策定した。計画の具
体的な改善策を、職員一丸となって着実に推進して
いく。

・本県産業を支える人材の確保に向け、企業における
働きやすい環境整備が求められる中、中小企業従業
員の福利厚生の充実を担う役割が団体に求められて
いる。
・施設の効用を発揮するよう、収支が均衡した安定的
な経営に向け、利用の拡大や経営改善に取り組む必
要がある。
・令和４年度に新たに策定された「おおとり荘新改革
プラン」に基づく法人の取組を注視し、経営状況を確
認しつつ、必要な助言を行っていく。

団体の取組（団体記載） 団体の取組に対する意見等（県所管課記載）
・一般財団法人静岡県労働福祉事業協会専務と
支配人による「経営戦略会議」の開催や、アドバイ
ザー等の外部人材の活用により、時期の応じた商品
開発を進めるとともに広報営業活動を積極的に行
い、さらに職員間の経営やコスト意識の共有化を図る
ため引き続き従業員研修などに取り組む。
・新規利用の拡大に向け、経営分析を行いながら営
業計画を策定し、その内容に沿った広報プランを作
成し積極的なメディア展開を図るとともに、経済団体
等と連携した利用提携の拡大や、リピーター確保に
向けた新たなキャンペーンなど、営業活動を強化す
る。
・令和４年度に策定した「おおとり荘新中期経営改
善計画」や「施設改修計画」を着実に推進し、アフ
ターコロナに向けた新たな事業の推進を検討していく。

・令和２年度より民間出身で旅行業務に精通した新
支配人等が採用され、体制刷新が図られていることを
踏まえ、県としても、経営戦略会議を通じた改善の取
組など、法人の取組状況を把握・共有し、チラシ配布
等広報の協力や商工会など経済団体等との連携支
援などにより、法人の取組を後押ししていく。
・令和４年度に新たに策定された「おおとり荘新改革
プラン」に基づく施設改修や経営改善計画の進捗状
況を確認しつつ、必要な助言を行っていく。



Ⅴ　組織体制及び県の関与

１ 役職員数及び県支出額等

２ 点検評価（団体記載）

３ 点検評価（県所管課記載）

（単位：人、千円）

区　分 R2 R3 R4 R5 備考（増減理由等）
常勤役員数 1 1 1 1

うち県ＯＢ 1 1 1 1
うち県派遣            -            -            -            - 

常勤職員数         17         19         19         20 静岡労政会館副館長を増員（1人→2人)

うち県ＯＢ           1           1           2           2 
うち県派遣            -            -            -            - 

県支出額   32,139   34,318   25,476   24,324 
補助金        400     7,700            -            - 
委託金   32,139   26,618   25,476   24,324 労政会館委託料（減収補填含む）の減
その他            -            -            -            - 

県からの借入金            -            -            -            - 
県が債務保証等を
付した債務残高            -            -            -            - 

※役職員数は各年度４月１日時点、県支出額は決算額（当該年度は予算額）、借入金・債務残高は期末残高

項　目 評価 評　価　理　由

※ 評価欄 … ○：基準を満たしている　　△：基準を満たしていないが合理的理由がある　　×：基準を満たしていない

項　目 評価 評　価　理　由

※ 評価欄 … ○：基準を満たしている　　△：基準を満たしていないが合理的理由がある　　×：基準を満たしていない

定員管理の方針等を
策定し、組織体制の効
率化に計画的に取組ん
でいるか

○ 組織の効率的な運営に必要な最小限の役職員、及び組織体制の維持・改
善に努めている。

常勤の役員に占める県
職員を必要最小限にと
どめているか

○ 常勤役員は県OB1名である。

常勤の職員に占める県
からの派遣職員を必要
最小限にとどめ
 ているか

- 県からの派遣はない。

県からの派遣職員につ
いて、必要性、有効性
が認められるか

- 該当なし（県からの職員派遣なし）

県からの補助金等の支
出や借入金等につい
て、必要性、有効性が
認められるか

○ 労政会館の指定管理料であり、管理運営上必要な支出である。



Ⅵ　更なる効果的事業の実施に向けた取組

１ 外部意見把握の手法及び意見

２ 事業やサービスの見直し例

区　分 実施 結果公表 実施内容 主な意見・評価

 ○：実施している／公表している　　―：実施していない／公表していない

（おおとり荘）
・新型コロナ対策のため、全館の空調設備を感染症対策の機能を持つ設備に更新した。宿泊者の接触回
避のため、レストランの個室化、宿泊用客室以外での食事の部屋出しを実施した。
・インスタグラム等のＳＮＳを活用し、認知度の向上を図った。
・時期に応じた新たな宿泊企画の開発を行うとともに、インターネットを活用して誘客に努めている。
・光熱水費の契約方法見直しによるランニングコストの減、勤務体制の工夫による人件費（時間外勤務）
の減など、経費削減に取り組んだ。
・弁当販売など新たな事業に取り組んでいる。
（労政会館）
・会議室等のＬED化を図り、利用者の利便性の向上に努めた。（静岡労政会館）
・音漏れしていた会議室の壁を改修した。（静岡労政会館）
・会議室間のパーテーションを整備し、部屋の接続利用を可能とした。（静岡労政会館）
・ウェブ会議実施等の要望に対応するため、県と連携してWi-Fiを増設した。（各労政会館）
・新型コロナ対策の一環として、喫煙スペースを撤去した。（沼津労政会館）
・検温器の設置と貸し出しを実施した。（各労政会館）

外部評価委員
会

- - - -

利用者ｱﾝｹｰﾄ ○ - 客室に利用者意見を記載するシー
トを設置

・接客が良い。
・掃除が行き届き、清潔である。
・料理が美味しい。
・風呂が良い。
・コロナ対策が行き届いている。

利用者等
意見交換会

- - - -

その他
(　　　　　　　　　)

○ ○ インターネット予約サイト等での利用
者のクチコミ情報の収集　　　　　　　　

じゃらん口コミ評価4.3　（5点満点）
楽天　　口コミ評価4.4  （5点満
点）　　　


